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 エンディングノートを書いてみよう。

エンディングノートは、これまでの人生の思い出を振り返るととも

に、突然人生の終わりを迎えたり、加齢等によって自分の意思を伝える

ことが困難になったりしても困らないよう、医療、介護、葬儀などの希

望や、大切な人への感謝のメッセージなどをあらかじめ書き留めておく

ものです。

老いは誰にも訪れます。これまでの人生を整理するとともに、残さ

れた人生の最後を誰に託したいのか、どのように最後を迎えたいのか、

元気なうちに整理しておくことで、最後まで自分らしく生き、自分らし

い最後を迎えることができると考え、このエンディングノートを作成し

ました。

１　無理せず、書きやすいところから始めてください。
書く順番は自由です。すべての項目を書く必要はありません。書きたいときに少しずつ書き

進めましょう。

２　書き直し、書き足しは自由です。
何度でも書き直し、書き足しができます。書き終えても、年月が経過して状況が変わったと

きなどには自由に書き直し、書き足してください。

このエンディングノートはデータを公開しています。修正したいページを印刷して、書き直

し、書き足しをしてください。記入日を必ず書きましょう。記入日の新しい方が有効です。ノー

トの最後に変更したページの貼付欄がありますので糊付けしておきましょう。

印刷ができないときは、削除部分を二重線で消して、書き直し、書き足しをしてください。

３　記入日を書きましょう。
各項目の右上に記入日欄があります。いつ書いたのか分かるように記入日は必ず書きましょ

う。書き直し、書き足したときは記入日も修正しておきましょう。

４　秘密の情報は書かないようにしましょう。
防犯上他人に知られては困る情報は書かないようにしましょう。キャッシュカードの暗証番

号、実印の保管場所、金庫の開け方などは書かないようにしましょう。

５　法的効力はありません。
元気なうちに、もしものときに備えて希望やメッセージを伝えることを目的としています。

相続など法的な効力を求める場合は公正証書遺言の作成をお勧めします。

６　大切に保管しましょう。
大切に保管して、もしものときに見てほしい人に保管場所を伝えておきましょう。

川崎市社会福祉協議会
キャラクター　ななふく
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 私について
	 基本情報� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

ふりがな

氏名（旧名）

生年月日 　大正　　昭和　　　西暦　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

現住所 〒

本籍地

固定電話／ＦＡＸ

携帯電話

メールアドレス

	 緊急連絡先� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

氏　名 関　係 住　所 電話番号

民生委員

地域包括
支援センター

ケアマネジャー

成年後見人等

○民生委員
民生委員は民生委員法に基づいて、市長の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地

方公務員です。また民生委員は児童福祉法に基づき児童委員を兼ねています。
民生委員は地域福祉の担い手として、高齢や障害、子育てなどの悩みごとについて、住民の立場

に立って相談に応じます。住民が必要とする福祉サービスが得られるよう、行政や福祉関係団体等
の専門機関と連携し、必要な支援につなげるパイプ役を務めます。

○地域包括支援センター
高齢になっても住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができるよう、介護、

福祉、医療などの困りごとに応じる身近な相談窓口です。社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健
師等がチームで支援にあたります。
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	 携帯電話、パソコン、タブレット� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

携帯電話

契約会社

料金プラン

電話番号

メールアドレス

紛失時や解約時の連絡先

もしものとき、登録してある電話番号、メールアドレス、送受信などの記録は、

□ 見ないで削除してほしい。　　　　□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に任せる。

パソコン

契約会社

料金プラン

電話番号

メールアドレス

紛失時や解約時の連絡先

もしものとき、登録してある電話番号、メールアドレス、送受信などの記録は、

□ 見ないで削除してほしい。　　　　□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に任せる。

タブレット

契約会社

料金プラン

電話番号

メールアドレス

紛失時や解約時の連絡先

もしものとき、登録してある電話番号、メールアドレス、送受信などの記録は、

□ 見ないで削除してほしい。　　　　□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に任せる。

○ケアマネジャー（介護支援専門員）
介護を必要とする方が介護サービスを受けられるように、ケアプラン（介護

サービスの計画書）の作成や介護サービス事業所との調整などを行います。
○成年後見人等
36番「判断能力が低下し、自分の財産管理ができなくなったら財産管理等

をお願いしたい人」の欄外の説明文参照
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	 定期的な収入� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

種　別 月　額 振込先・受取先 受領日 備　考

給　与 円

公的年金
円

円

民間年金
円

円

手　当
円

円

仕送り 円

円

円

	 定期的な支出� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

種　別 月　額 支払方法 支払日 備　考　

家賃・地代 円 現金　振込　自動振替

税　金 円 現金　振込　自動振替

公
共
料
金
等

水　道 円 現金　振込　自動振替

電　気 円 現金　振込　自動振替

ガ　ス 円 現金　振込　自動振替

固定電話 円 現金　振込　自動振替

携帯電話 円 現金　振込　自動振替

ＮＨＫ 円 現金　振込　自動振替

円 現金　振込　自動振替

保
険
料

健康保険料 円 現金　振込　自動振替

介護保険料 円 現金　振込　自動振替

円 現金　振込　自動振替
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種　別 月　額 支払方法 支払日 備　考　

医
療
・
介
護
等

円 現金　振込　自動振替

円 現金　振込　自動振替

円 現金　振込　自動振替

円 現金　振込　自動振替

食　費 円 現金　振込　自動振替

日用品費 円 現金　振込　自動振替

教養娯楽費 円 現金　振込　自動振替

貯　蓄 円 現金　振込　自動振替

返　済 円 現金　振込　自動振替

円 現金　振込　自動振替

円 現金　振込　自動振替

	 健康状態・受診状況　� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

現在かかっている病気　　□ あり　　　□ なし

№ 医療機関（診療科） 病　名 担当医 電話番号

◎上記のうち身近なかかりつけ医：

血液型 Ａ　　Ｂ　　Ｏ　　ＡＢ　　　        ＲＨ　プラス　マイナス

アレルギー　　□ あり　　□ なし

食　品 卵　　　乳　　　小麦　　　そば　　　落花生　　　エビ　　　カニ

植　物（花粉症） 杉　　　ひのき　　　シラカバ　　　よもぎ　　　ぶたくさ　　　イネ科

動　物 犬　　　猫　　　うさぎ　　　鳥　　　ハムスター　

金　属 ニッケル　　　クロム　　　コバルト　　　銀　　　銅　　　パラジウム

その他 薬品　　　ダニ　　　うるし　　　日光　　　ハウスダスト

特記事項
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	 健康状態・受診歴　� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

過去にかかった病気　　□ あり　　　□ なし

№ 医療機関（診療科） 病　名 受診時期・期間 状　況

□治癒　　□未治癒

□治癒　　□未治癒

□治癒　　□未治癒

□治癒　　□未治癒

特記事項

	 健康状態・毎日飲む薬　　� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

毎日飲む薬　　□ あり　　　□ なし

薬　名 病　名 飲む（服薬）回数 備　考

特記事項

	 趣味・特技等� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

趣味・特技

性　格

スポーツ活動

サークル活動

好きな食べ物

嫌いな食べ物

楽しかった想い出

辛かった想い出

その他
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	 大切な家族（犬や猫などの動物家族）� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

大切な家族（犬や猫な

どの動物）の氏名

種類（犬や猫、犬種・

猫種など）

性別・生年月日 □ 男の子　　□ 女の子　　　　　　平成　令和　　　　年　　　月　　　日

登録番号（犬）

去勢・避妊手術 □ 手術をしている。　□ 手術をしていない。　□ 不　明

かかりつけ動物病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

保険
保険会社

証券番号　　　　　　　　　　　　保管場所　　　　　　

現在かかっている病気 病　名

毎日飲む薬 病　名　　　　　　　　　　　　　飲む（服薬）回数

もしものときの引取先 連絡先
□ できれば引き取って欲しい

□ 家族・親族の判断にまかせる

その他

	 これまでの私� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

出生地　

実家の仕事

名前を付けてくれた人

名前の由来など

幼少期・少年期
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青年期

壮年期

現在

幼稚園・保育園・学校

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月　卒

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月　卒

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月　卒

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月　卒

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月　卒

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月　卒

仕事・結婚・出産など

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月

昭和　平成　西暦　　　　年　　　月
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	 これからの私� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

これから

してみたいこと

これから

行ってみたいところ

これから

楽しみにしていること

その他

KAWASAKI FRONTALE  VI SPECIFICATION 11

マスコット ポーズ集① ( カブレラ ) Mascot Pose
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	 家系図� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

父

その他（祖父祖母、第４子以下、義父母、義兄弟姉妹など）

母 父方おじおば 母方おじおば

私 配偶者 兄弟 姉妹

第１子 第１子配偶者

第１子孫

第２子 第２子配偶者

第２子孫

第３子 第３子配偶者

第３子孫

甥姪 甥姪
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	 親戚や親族の連絡先� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

氏　名 続柄：（　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時

氏　名 続柄：（　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時

氏　名 続柄：（　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時

氏　名 続柄：（　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時

氏　名 続柄：（　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時
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	 友人など大切な人の連絡先� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

氏　名 関係：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時

氏　名 関係：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時

氏　名 関係：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時

氏　名 関係：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時

氏　名 関係：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

住　所
〒

電話番号 メール

交際頻度 □ 頻繁　□ 何かあれば　□ 疎遠 連絡して欲しい時 □ 入院時　□ 危篤時　□ 葬儀時



～最後まで自分らしく～

13

 財産状況等
	 預貯金　※（① 暗証番号は書かない　② 通帳と印鑑は別々に保管）

� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

金融機関 支　店 口座種別 口座番号 名　義 カード

□ 普通　□ 当座

□ 定期　□ 

□ あり

□ なし

□ 普通　□ 当座

□ 定期　□ 

□ あり

□ なし

□ 普通　□ 当座

□ 定期　□ 

□ あり

□ なし

□ 普通　□ 当座

□ 定期　□ 

□ あり

□ なし

□ 普通　□ 当座

□ 定期　□ 

□ あり

□ なし

備 考

	 公的年金� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

年金の
種類

証書番号
振込先

金融機関 支 店 口座番号

口座種別　 □ 普通　□ 当座　□ 定期　□ 

口座種別　 □ 普通　□ 当座　□ 定期　□ 

口座種別　 □ 普通　□ 当座　□ 定期　□ 

備 考
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	 生命保険・損害保険� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

種　類 保険会社等

生命保険

□ 死亡保険

□ 生存保険

□ 医療保険

□ 介護保険

□ その他

損害保険

□ 体の保険

□ 住宅の保険

□ 自動車保険

□ その他

保険会社 名　称

（保険者） 連絡先

担当者

被保険者

契約者

受取人

証券番号

保険期間

保険料（月額）

保険金額

備　考

生命保険

□ 死亡保険

□ 生存保険

□ 医療保険

□ 介護保険

□ その他

損害保険

□ 体の保険

□ 住宅の保険

□ 自動車保険

□ その他

保険会社 名　称

（保険者） 連絡先

担当者

被保険者

契約者

受取人

証券番号

保険期間

保険料（月額）

保険金額

備　考
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	 自分名義の不動産（貸しているものを含む）� 記入日　　　　　年　　　月　　　日
種　類 所在地等

□ 土　地

□ 建　物

□ アパート

□ マンション

□ 農　地

□ その他

所在地

名　義

持ち分 ％ 面　積 ㎡

評価額
賃借料（賃貸の場合）

円 抵当権 □ あり　□ なし

備　考

□ 土　地

□ 建　物

□ アパート

□ マンション

□ 農　地

□ その他

所在地

名　義

持ち分 ％ 面　積 ㎡

評価額
賃借料（賃貸の場合）

円 抵当権 □ あり　□ なし

備　考

	 借りている不動産� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

種　類 所在地等

□ 土　地

□ 建　物

□ アパート

□ マンション

□ 農　地

□ その他

所在地

貸　主
氏名・名称

連絡先

面　積 ㎡ 契約期間 賃借料 円

備　考

□ 土　地

□ 建　物

□ アパート

□ マンション

□ 農　地

□ その他

所在地

貸　主
氏名・名称

連絡先

面　積 ㎡ 契約期間 賃借料 円

備　考
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	 金融資産� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

種　類 会社名 連絡先

有価証券 □ あり

□ なし

貸金庫 □ あり

□ なし

純金積立 □ あり

□ なし

プラチナ積立 □ あり

□ なし

会員権 □ あり

□ なし

	 貸　付� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

貸　付 貸付先氏名・住所等

□ あり

□ なし

氏　名

住　所

〒

連絡先

貸付日 貸付金額 円

返済方法 返済期限

備　考
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	 借　入� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

借　入 借入先氏名・住所等

□ あり

□ なし

氏　名

住　所

〒

連絡先

借入日 借入金額 円

返済方法 返済期限

備　考

 介護が必要になったら
	 介護が必要になったときに意見を聞いてほしい人

� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

続柄・関係 氏　名 連絡先

□ 配偶者

□ 子ども

□ 子ども

□ その他

□ その他

	 介護が必要になったときの希望　� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

□ 家族（配偶者や子ども）に介護してもらい自宅で生活したい

□ 介護保険サービスを利用して自宅で生活したい。

□ 家族（配偶者や子ども）に介護してもらい介護保険サービスも利用して自宅で生活したい。

□ 介護保険サービスが利用できる施設に入所したい。

□ 家族（配偶者や子ども）の判断に任せる。

□ その他
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	 介護が必要になったときに介護をお願いしたい人
� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

氏　名 続柄・関係 連絡先 希望順位

介護事業者

介護事業者

	 介護が必要になったときの施設やヘルパーを決めている、 
または希望がある場合の連絡先� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

会社名 連絡先 担当者

	 介護費用� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

□ 預貯金など自分の財産から

□ 家族や親族の判断に任せる。

□ 保険に加入している。→　生命保険・損害保険の欄に記載

	 その他、介護についての希望（希望すること、希望しないこと）を自由記載

　� 記入日　　　　　年　　　月　　　日
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 病気になったら
	 自分で意思表示や判断が難しくなったとき、代わりに相談してほしい人

� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

氏　名 続柄・関係 連絡先

	 重い病気や余命の告知に関する希望� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

病名告知 □ 希望する。　　　□ 希望しない。　　　□ 家族や親族の判断に任せる。　

余命告知 □ 希望する。　　　□ 希望しない。　　　□ 家族や親族の判断に任せる。　

※告知は希望しないが（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）に知らせて欲しい。

その他

	 重い病気になったときの治療場所� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

医療場所 □ 自　宅　　　□ 医療機関　　　□ 介護施設　　　□ 家族や親族の判断に任せる。

その他

	 回復の見込みのない状態になったときの治療�記入日　　　　　年　　　月　　　日

治療方法

□ できる限りの延命治療をしてほしい。

□ 苦痛を和らげる緩和治療をしてほしい。延命治療までは希望しない。

□ 一切の治療を希望しない。

□ 家族や親族の判断に任せる。

その他

○延命治療
老化に伴う心身の衰弱や重度の病気などで回復の見込みのない状態になった

とき、人工呼吸器などの生命維持装置の使用や人工栄養等によりできる限り延
命を図ることを目的とする治療のこと。
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	 臓器提供、献体� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

臓器提供

□ 臓器提供のためのドナーカードを持っている。

　 （保管場所� ）

□ 角膜提供のためのアイバンク登録証を持っている。

　 （保管場所� ）

□ 臓器提供のためのドナーカードは持っていないが、臓器提供を希望する。

□ 角膜提供のためのアイバンク登録証は持っていないが、角膜提供を希望する。

□ 臓器提供・角膜提供は希望しない。

□ 家族や親族の判断に任せる。

献　体

□ 献体登録をしている。（登録団体・連絡先� ）

□ 献体登録をしていが、献体を希望する。

□ 献体は希望しない。

□ 家族や親族の判断に任せる。　

その他

○臓器提供
生前の本人の意思または死後の家族の承諾により臓器を移植すること。

○献体
医学の発展のため、大学病院などの医療教育機関に遺体を提供すること。

	 その他、医療についての希望（希望すること、希望しないこと）を自由記載
� 記入日　　　　　年　　　月　　　日
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	 判断能力が低下し、自分の財産管理ができなくなったら 
財産管理等をお願いしたい人� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

続柄・関係 氏　名 連絡先

□ 配偶者

□ 子ども

□ 子ども

□ 

□ 

□ 任意後見人

□ 成年後見制度を利用したい。

○成年後見制度
成年後見制度は認知症の高齢者や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方の財

産管理や身上保護を本人に代わって法的権限を与えられた成年後見人等が行い、安心して生活が送
れるように支援する制度です。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります。

○任意後見
本人に判断能力があるうちに、任意後見人になってもらう人と代わりに行ってもらいたいことに

ついて、あらかじめ契約を結んでおきます。判断能力が十分でなくなったときに、契約に基づいて
任意後見人が本人を支援する制度です。

○法定後見
すでに判断能力が十分でない方に、本人や親族等の申請に基づいて、

家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて、「成年後見人」「保佐人」
「補助人」を選任します。選任された後見人等は与えられた同意権や代
理権の範囲内で支援を行います。

○成年後見人
判断能力が全くない方を対象とします。

○保佐人
判断能力が著しく不十分な方を対象とします。

○補助人
判断能力が不十分な方を対象とします。
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 遺言・遺贈・葬儀・埋葬等
	 遺言書� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

遺言書 □ あり　　□ なし

形　式 □ 自筆証書遺言　　□ 公正証書遺言　　□ その他（　　　　　　　　　　　　）

保管場所 □ 自筆証書遺言書保管制度　　□ 公証役場　　□ その他（　　　　　　　　　）

最新の遺言作成年月日 　平成　　令和　　　　年　　　月　　　日

遺言執行者 氏　名

連絡先

死後事務委任契約 □ 締結している。　　　　□ 締結していない。

□ 締結していないが死後事務を頼んでいる人がいる。

　 氏　名

　 連絡先

その他

○遺言
遺贈や相続分の指定等について生前の最終意

思表示のこと。法律で定められた方式で作成し
なければ法的効果がありません。自筆証書遺言
や公正証書遺言などがあります。

○遺言執行者
遺言を遺した本人は自分が亡くなった後に遺

言が正しく行われることを確認することができ
ないため、遺言を正しく行う者を遺言書の中に
指定することができます。この指定された者を
遺言執行者といいます。

○公正証書遺言（信頼性が高い方式）
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人と証人

２名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人
が遺言公正証書として作成するものです。
本人が遺言の内容について迷う時は、公証人

が必要な助言をし、作成された遺言書の原本は
公証人が厳重に保管します。本人の死亡後、家
庭裁判所での検認手続きは不要です。
遺言書の作成には、財産の価額に応じた手数

料が必要となります。
〈お問い合わせ先：
� 川崎公証役場・溝ノ口公証役場〉

○自筆証書遺言（手軽で自由度が高い方式）
自筆証書遺言は、遺言者本人が、全文、日付

及び氏名を自書し、これに押印して作成するも
のです。

作成した遺言書の原
本は本人が保管する必
要があります。本人の
死亡後、家庭裁判所で
の検認手続きが必要で
す。
本人が遺言書を作成
するため、手数料はかかりません。
法令上の遺言書の要件を満たしていなかった
り、内容に誤りがあると無効になります。

○自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人が、
全文、日付及び氏名を自書し、これに押印して
作成した自筆証書遺言を、本人の申請により、
原本を法務局が保管することで、遺言書の紛失
や改ざんを防ぐことができるものです。
法令上の遺言書の形式的要件を満たしている
かについて、法務局のチェックを受けることが
できます。
本人の死亡後、本人が指定した相続人等に対
し、法務局に遺言書が保管されていることを通
知することができるので、遺言書が発見されな
いということを防ぐことができます。また、家
庭裁判所での検認手続きは不要です。
申請には手数料が必要です。

〈お問い合わせ先：横浜地方法務局川崎支局〉
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	 遺贈� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

遺贈希望 □ あり　　　□ なし

遺贈財産 □ 現金　　　□ 有価証券　　　□ 不動産	 □ その他　

遺贈先希望 □ あり（　　　 　　　　　　　　 　　　　　）　	□ なし

遺贈内容

	 葬　儀� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

規　模 □ 一般葬（家族・親族、友人など来てくれる人すべてが参加する葬儀）

□ 家族葬（家族・親族などの近親者だけが参加する葬儀）　

□ 直　葬（葬儀を行なわず火葬のみ）

□ 家族・親族に任せる。

□ その他（� ）

場　所 □ 決めている。

　 名　称

　 所在地

　 連絡先

□ 決めていない。

□ 家族・親族に任せる。

○遺贈　　
遺贈とは遺言により財産を無償で譲ること。相続と異なり相続人以外の人や法人にも遺すことが

できます。法的効果のある遺言を遺しておくことが必要です。
○相続登記の申請義務化
令和６年４月１日から、相続によって不動産を取得した相続人は、

その所有権を取得したことを知った日から３年以内に相続登記の申請
をすることが義務化されます。令和６年３月３１日以前の相続でも相
続登記がされていない場合は義務化の対象です。

〈お問い合わせ先：横浜地方法務局川崎支局〉
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宗　教 □ 仏　教　　　　（宗　派� 　）

□ 神　道

□ キリスト教　　（宗　派� ）

□ その他の宗教　（� ）

□ 無宗教

□ 家族・親族に任せる。

業　者 □ 生前に予約している。（予約はしていないが希望する業者）

　 名　称

　 所在地

　 連絡先

□ 家族・親族に任せる。

費　用 □ 互助会に加入している。

　 会社名

　 所在地

　 連絡先

　 会員番号

□ 預貯金や保険金を充ててほしい。

□ 家族・親族に任せる。
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喪　主 □ 配偶者

　 氏　名

□ 子ども

　 氏　名

　 住　所

　 連絡先

□ お願いしている人がいる。

　 氏　名

　 住　所

　 連絡先

□ 家族・親族に任せる。

弔　辞 □ お願いしている人がいる。

　 氏　名

　 住　所

　 連絡先

□ 家族・親族に任せる。

町会・自治会への連絡 □ 葬儀前に速やかに連絡してほしい。

　 連絡先（� ）

□ 葬儀後の連絡でよい。

□ 必要ない。

□ 家族・親族に任せる。

○「おくやみガイドブック～ご遺族の方へのご案内～」
お亡くなりになった後、様々な申請や届出に関する手続が必要です。
川崎市では、区役所等での「死亡届」に伴う主な手続きなどを少しでも分かりやすく進めていた

だくため、「おくやみガイドブック」を市ホームページへ掲載及び区役所等で配布しています
ので、参考としてご活用ください。



川崎市未来あんしんサポートノート

26

戒名（法名） □ 高額でも良い戒名（法名）がよい。

□ 標準的な戒名（法名）でよい。

□ 生前戒名（法名）を持っている。

□ 戒名（法名）は必要ない。

□ 家族・親族に任せる。

遺　影 □ 決めている。

　 保管場所　（� ）

□ 遺影は必要ない。

□ 家族・親族に任せる。　

棺に入れてほしい物 □ ある。

　 具体的に　（� ）

　 保管場所　（� ）

□ ない。

納棺時の装束・衣装 □ 希望がある。

　 具体的に　（� ）

　 愛用の衣装などのときは保管場所　（� ）

□ 家族・親族に任せる。　

香　典 □ いただく。

□ 辞退する。

□ 家族・親族に任せる。　

会葬礼品 □ 希望がある。

　 具体的に　（� ）

□ 家族・親族に任せる。　

その他
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	 埋　葬� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

埋葬先・
埋葬方法

□ 先祖代々のお墓に埋葬

□ 新たに購入又は購入予定のお墓に埋葬

□ 合祀の永代供養墓に埋葬

　 場所など具体的に　（� ）

□ その他（樹木葬、散骨、納骨堂など）

　 場所や方法など具体的に　（� ）

□ 家族・親族に任せる。

お墓の所在地等 「先祖代々のお墓に埋葬」「新たに購入又は購入予定のお墓に埋葬」を希望された方のみ。

名　称

所在地

連絡先　

お墓をまもって
もらいたい人

□ まもってもらいたい人がいる。

氏　名

住　所

連絡先

□ 家族・親族に任せる。

費　用 □ 預貯金や保険金を充ててほしい。　　　□ 家族・親族に任せる。

その他
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	 想い出の品� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

形見分け

品　物

保管場所

分けたい人氏名

連絡先

品　物

保管場所

分けたい人氏名

連絡先

品　物

保管場所

分けたい人氏名

連絡先

品　物

保管場所

分けたい人氏名

連絡先

日　記 □ 捨ててください。　　　□ 家族・親族に任せる。

写　真 □ 捨ててください。　　　□ 家族・親族に任せる。

服・着物 □ 捨ててください。　　　□ 家族・親族に任せる。

趣味のもの □ 捨ててください。　　　□ 家族・親族に任せる。

その他
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	 大切な人へのメッセージ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんへ� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんへ� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんへ� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんへ� 記入日　　　　　年　　　月　　　日
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	 備忘録（健康保険証等）　� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

名　称 記号・番号 保管場所・その他

健康保険証

介護保険証

障害者手帳等

運転免許証

パスポート

	 備忘録（相談機関等）　� 記入日　　　　　年　　　月　　　日

名　称 住　所 連絡先
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 相談窓口
	 専門職による成年後見制度の相談窓口

連絡先 相談日／時間 面談相談

【
弁
護
士
】

神奈川県弁護士会

みまもりダイヤル
　０４５－２１１－７７２０
無料電話相談（予約制）

みまもりダイヤル
（下記は受付時間）
平日　９：３０～１２：００
　　１３：００～１６：３０

要予約
予約受付電話
０４４－２２３－１１４９

【
司
法
書
士
】

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートセンター神奈川県支部

無料電話相談専用ダイヤル
　０４５－６６３－９１８０

月・金　
　　１５：００～１７：００
水
　　１０：００～１２：００

要予約
予約受付電話
０４５－６４０－４３４５

【
社
会
福
祉
士
】

公益社団法人神奈川県社会福祉士会ぱあとなあ神奈川

①相談専用（無料）
　０４５－３１４－５５００

①火・木
　　１４：００～１７：００

要予約
来所相談は無料
出張相談は有料
（初回は無料、交通費負担）

②成年後見等候補者推薦依頼
　０４５－３１４－０００７

②平日
　　　９：００～１７：００

【
行
政
書
士
】

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部

無料による電話相談・面談も随時実施
　０４５－２２２－８６２８

月～金
　　１３：００～１６：００

【
税
理
士
】

東京地方税理士会成年後見支援センター

①相談専用（無料）
　０４５－３１５－２０７０

①第１～第４水
　　１０：００～１１：３０
　　１３：００～１５：３０

①の日程で実施
予約不要（無料）

②成年後見人等候補者依頼（業務課）
　０４５－２４３－０５１１

②平日
　　　９：００～１７：００

	 遺言書に関する窓口
【
公
証
役
場
】

横浜地方法務局

川崎公証役場　　０４４－２２２－７２６４
溝ノ口公証役場　０４４－８１１－０１１１

【
法
務
局
】

横浜地方法務局川崎支局（自筆証書遺言書保管制度）

　０４４－２４４－４１６６
　（音声ガイダンス３）
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	 川崎市社会福祉協議会による 
成年後見制度の相談窓口・日常生活自立支援事業の相談窓口

名　称 住　所 連絡先

川崎区あんしんセンター
（川崎区社会福祉協議会）

〒２１０－００１１
川崎区富士見１－６－３
読売川崎富士見ビルＢ－１棟６階

電　話　０４４－２４５－１１４４
ＦＡＸ　０４４－２１１－８７４１

幸区あんしんセンター
（幸区社会福祉協議会）

〒２１２－００２３
幸区戸手本町１－１１－５
さいわい健康福祉プラザ

電　話　０４４－５５６－５０８２
ＦＡＸ　０４４－５５６－５５７７

中原区あんしんセンター
（中原区社会福祉協議会）

〒２１１－００６７
中原区今井上町１－３４
和田ビル１階

電　話　０４４－７２２－６１２２
ＦＡＸ　０４４－７１１－１２６０

高津区あんしんセンター
（高津区社会福祉協議会）

〒２１３－０００１
高津区溝口１－６－１０
てくのかわさき３階

電　話　０４４－８１２－５８３３
ＦＡＸ　０４４－８１２－３５４９

宮前区あんしんセンター
（宮前区社会福祉協議会）

〒２１６－００３３
宮前区宮崎２－６－１０
宮崎台ガーデンオフィス４階

電　話　０４４－８５６－５７８８
ＦＡＸ　０４４－８５２－４９５５

多摩区あんしんセンター
（多摩区社会福祉協議会）

〒２１４－００１４
多摩区登戸１８９１
第３井出ビル３階

電　話　０４４－９３３－２４１１
ＦＡＸ　０４４－９１１－８１１９

麻生区あんしんセンター
（麻生区社会福祉協議会）

〒２１５－０００４
麻生区万福寺１－２－２
新百合トゥエンティワン１階

電　話　０４４－９５２－５７１１
ＦＡＸ　０４４－９５２－１４２４

川崎市あんしんセンター（川崎市社会福祉協議会）
　〒２１１－００５３　中原区上小田中６－２２－５　川崎市総合福祉センター６階
　成年後見支援センター　電　話０４４－７１２－８０７１　ＦＡＸ０４４－７３９－８７３８
　運営課　　　　　　　　電　話０４４－７３９－８７２７　ＦＡＸ０４４－７３９－８７３８

	 川崎市の区役所・支所の連絡先
名　称 住　所 電話番号（総合案内）

川崎区役所 〒２１０－８５７０　川崎区東田町８番地 ０４４－２０１－３１１３

　大師支所 〒２１０－０８１２　川崎区東門前２－１－１ ０４４－２７１－０１３０

　田島支所 〒２１０－０８５２　川崎区鋼管通２－３－７ ０４４－３２２－１９６０

幸区役所 〒２１２－８５７０　幸区戸手本町１－１１－１ ０４４－５５６－６６６６

中原区役所 〒２１１－８５７０　中原区小杉町３－２４５ ０４４－７４４－３１１３

高津区役所 〒２１３－８５７０　高津区下作延２－８－１ ０４４－８６１－３１１３

宮前区役所 〒２１６－８５７０　宮前区宮前平２－２０－５ ０４４－８５６－３１１３

多摩区役所 〒２１４－８５７０　多摩区登戸１７７５－１ ０４４－９３５－３１１３

麻生区役所 〒２１５－８５７０　麻生区万福寺１－５－１ ０４４－９６５－５１００
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変更したページの貼付欄
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